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① 協働テーマの設定 

当該年度のテーマを設定する。区もしくは委員会が、社会状況のほか、日ごろの要望、

陳情、区民アンケートなどから判断する。なお、テーマを設定する際、設定過程を公開す

ることで、解決すべき課題について、地域社会での認識共有が促進される。 

 

 

 

 
 

 

 
② 協働事業提案の募集と決定 

    協働テーマを中心に協働事業を募集する。事業者の決定を次の段階とすることで、協

働事業者ではない一般区民からも、協働事業アイデアを募集することができる。決定し

た協働事業は、区の所管課とともに公表する。公開の場で委員会が話し合い、決定する。 

 

④ 協働事業のための協議・事業実施 

⑤協働事業結果評価 

③ 事業者の募集・決定 

②（協働テーマにあわせて） 

協働事業提案の募集・決定 

協働事業提案制度は、地域の公共的

課題を行政にはない発想・手法で解決

するため、区民・NPO などから提案

を公募し、それぞれの問題認識、専門

性などお互いの特性を活かしながら、

よりニーズにあった公共的なサービス

を協働事業として実施しようとするも

のです。 

具体的には、公募期間を定めたうえ

で、１．課題（協働テーマ）を区もし

くは委員会が設定するものと、２．区

民から自由に提起してもらうことが考

えられます。 

区民意識調査 

窓口に寄せられる

要望・苦情 

社会の状況 

当該年度の

協働テーマ 

区もしくは委員会

（学識経験者、区民

活動経験者、行政職

員によって構成） 

■ 協働事業提案制度の流れ（1.の場合の例）

■ 協働事業提案制度の仕組み 

（1.の場合の例） 

１．協働事業提案制度について (今後の検討のたたき台として)   

すみだの協治・協働への取り組み（案） について 
資料３ 

① 協働テーマの設定 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 

③ 協働事業者の募集と決定 

     協働事業候補に対して、事業実施希望者が、事業計画を委員会に提出する。その際、

応募のない協働事業計画も出てくる可能性もある。 
     その後、応募団体は公開の場で事業計画をプレゼンテーションする。委員会は事業

内容やプレゼンテーションをもとに団体を選定する。選定の視点等はあらかじめ公表

しておく。委員会は、実現のためのアドバイスを含め、区長に報告する。 
 
 
 
 
 

④ 協働事業のための協議と事業実施 

      協働事業希望者と、区所管課で事業実施に向けて協議を行い、事業実施協定を締結

する。合意に至らない場合は、協定を締結しなくてもよい。協議の過程は、事後にニ

ュース、ホームページで公開する。 

 
⑤ 協働事業結果評価 

   事業結果の報告会を実施する。委員会評価、委員会が設定した評価軸による事業当事

者の評価のほか、報告会会場で出席者からの評価を求めることが考えられる。評価結果

は委員会レポートとして公表する。 
 
 
 

委員会による 

事業候補の選定

協働事業 

実施希望者 

一般区民 

事業者 

団体う 団体あ 

協働事業候補Ａ 

団体い 

協働事業候補Ｂ 協働事業候補Ｃ 

応募なし 実現力を審査 

団体え 

委員会 

報告会参加者 事業当事者 

委員会レポート

協働事業者 

提案 

   
事業決定 選定基準の設定 公 募 

区（行政）
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○ 協働事業提案制度等を支える資金の仕組みについて 

協働事業提案制度を始めとして、区民発意による公益活動を支援する資金として、行政が用

意する仕組みには、以下のとおり、基金設置タイプと予算措置タイプが考えられます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ａ．基金設置：特定の目的を定め条例で設置され、運用益が事業費に当てられる。 

Ｂ．予算措置：所管課の事業費として計上される。 

1 ）区民活動に対する助成金の場合は、区民活動支援を担当する課の補助事業として実施されることにな

る。条例あるいは補助要綱が必要になる。 

2 ）提案を受けて事業を委託する場合は、「提案事業」担当所管の予算で委託契約を結ぶ方法と、提案事

業の内容に対応する担当所管の予算で委託契約を締結する 2つの方法が考えられる。 

3 ）協働事業として、負担金を支出する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

Ａ．基金設置の場合の仕組み・流れ 

■ （仮称）すみだ区民活動支援基金制度の仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ （仮称）すみだ区民活動支援基金制度の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

助成 

行 政 

審査機関 

 
寄附金の募集 

助成事業を予算化 

助成団体の募集 

助成事業の実施 

成果報告・公表 

基金の原資となる寄附金を毎年、期間を定めて募集します。 

 

広報等により助成事業を行う団体を募集します。 

助成団体により助成対象事業を実施していただきます。 

応募していただいた団体(事業)を審査機関(学識経験者及
び区民により構成される区民活動支援制度審査会)により
公平に審査し、助成団体(事業)を決定します。 

区民から寄せられた寄附金、区からの拠出金を元に、次年
度に助成事業を予算化します。 

審査・助成団体の決定 

助成団体により事業の成果報告を提出していただき、 
実施された事業内容を公表します。 

委託費 

すみだ区民活動支援基金 

寄付 

 

審査 

区民、事業者 

委託契約 
区民活動団体が実施する 
公益的事業 
（自主グループ、町会・自治会、 

ＮＰＯ法人など） 
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Ｂ．予算措置の場合の仕組み・流れ 

■ （仮称）すみだ協働提案事業の仕組み 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ （仮称）すみだ協働提案事業の流れ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

なお、基金設置タイプと予算措置タイプ、それぞれの活動支援システム運営上のメリット、デメ

リットは以下のとおり考えられます。 

 メリット デメリット 

基金設置タイプ 

・目的が条例で明確になる。 

・相当期間、支援（助成及び委託など）事業が継続さ

れることが前提となるので、支援対象者に安心感を与

える。 

・寄付を受け入れることで、活動支援の原資が区民、

事業者との協働によって積み上げられていく。 

・外部からの寄付がどの程度集まるか不明

である。 

予算措置タイプ 

 

・議会で議決し、予算を確保するため当該年度は一定

の金額が確保できることが確実である。 

・単年度ごとに事業内容の変更ができるので、その

時々の社会状況を反映しやすい。 

・現行予算をその分削らなければならない。

・翌年度の事業実施に不確実性を含むた

め、区民活動従事者が不安を持つ可能性

がある。 

活動費助成

型（交付金及

び負担金） 

・ これまでにとられてきた手法なので、事務手続きが円

滑。 

・旧態然とした印象を外部に与える。 

委託契約型

（委託料） 

・ 行政の意図を契約によって反映させることができる。

・ 活動団体の自立性を尊重できる。 

・自立している活動団体でなければ対象に

できない。 

 

協働事業型

（負担金） 

・ 責任を分担することになり、行政と事業者の間で十

分に協議を重ねることになる。 

・ 責任分担が行政に偏る可能性がある。 

自由提案 

テーマ設定 

事業者募集 

事業 

契約 

事業実施 

実施要綱 

作成 

事業実施 

応募 

委員会など

第三者機関

区民・ 

事業者 

区 

事業評価 
評価 

結果 

公表 

事業報告 

 

 

支払い 

区民活動団体 

区  

区民活動 

テーマ設定事業者募集 

応募 

自由提案 
委託契約や 
事業協定 

事業評価 実施要綱制定

（提案） 第三者機関（学識・区民）

（議会） 
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２． 地域プラザの整備・運営について (今後の検討のたたき台として)   

区では、現在、策定中の基本計画素案において、「地域プラザ・地域ふれあい館整備事業」を

掲げ、今後、老朽化した既存施設の建てかえなどに併せ、区内 6 つのコミュニティエリアごと

に、コミュニティ活動の核となる複合施設「地域プラザ」を 1 ヶ所、それを補完する施設とし

て地域の実情に応じたサテライト施設「地域ふれあい館」4 ヶ所を整備していくこととしてい

ます。 

 

 

○ 地域プラザの機能 
 

地域プラザは、地域のさまざまな課題に対応

するコミュニティ施設の中核として、「地域活

性化機能」「地域人材の育成機能」「元気高齢者

支援機能」「地域情報化支援機能」「行政サービ

ス機能」を基本的に備えることとしますが、施

設の用途を固定せず、地域特性や地域住民のニ

ーズ、社会環境の変化等に合わせて用途や機能

の見直しを行うこととします。 

また、構造はスケルトン・インフィル型とし、

フレキシブルな利用を可能とするとともに、同

一空間を異なる用途でタイムシェアするなど

効率的な施設運営を図るほか、施設の管理に当

たっては、指定管理者制度の導入、地域との協

力を積極的に進めることします。 
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○ 協治・協働による地域プラザの整備・運営（案） 
 

     これまでの施設整備、つまり、施設ができ上がってから区民は利用するだけという形態

から、施設建設の構想段階から運営まで、以下のとおり、地域を構成する多様な主体の参

画を通して、地域のネットワークづくり・地域コミュニティの発展・地域力の向上をめざ

すこととします。 

 

                       考察できる協治・協働の取り組み（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

考察できる協治・協働の取り組み（案） 

構想段階 

設計段階 

建設段階 

運営段階 

コミュニティエリア住民による「地域プ

ラザ」で何をしたいか、どんな空間にし

たいかの構想づくり＝「どうせつくるな

らこんなものにしたい」という意見・要

望・アイデアなど地域ニーズの集約など 

施設づくりワークショップの開催など、

コミュニティエリア住民による「地域プ

ラザ」の設計・建設の具体化など 

コミュニティエリア住民による「地域プ

ラザ」の自主運営や運営委員会の設立、

活動ボランティアの募集など 

 

町会・ 
自治会 ＰＴＡ 

地域回帰の 

団塊の世代 

地域プラザの整備・運営をきっかけとした 

     地域のネットワーク ・ コミュニティづくり 

関心のある 

区民 地域を構成する 

多様な主体の結集

 

子ども会 老人 
クラブ 

商店会 ボ ラ ン テ

ィア団体 ＮＰＯ 

地域企業 各種サー

クル団体 
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３． 区民活動センター（仮称）の機能・あり方について (今後の検討のたたき台として)   

現在のボランティアセンターは、ボランティア団体の活動スペースが少ないなど、施設が手

狭との声が数多くあります。また、暫定的に設置していた南部地区のボランティアセンターに

ついては、施設の老朽化等から当面、貸し事務所に移転することになっているなど、ボランテ

ィア活動を支援するための施設の充実が求められています。 

一方、これまでボランティアセンターは、①ボランティア活動の推進・援助、②高齢者の生

きがいと社会参加の推進、③社会福祉団体の活動の推進・援助など社会福祉の増進を主たる目

的として運営が行われてきました。今後、ボランティア活動については、福祉分野だけに限ら

ず、環境・まちづくり・国際交流など幅広い分野において、ＮＰＯ活動などと併せ、協治（ガ

バナンス）を担う取り組みとして大いに活躍が期待されるとともに、生活全体にわたる幅広い

分野において協治（ガバナンス）を担う人々が交流・連携することにより、区民活動の厚みづ

くりも期待できるところです。 

これらのことから、区では、現在、策定中の基本計画素案に「区民活動センター（仮称）整

備事業」を掲げ、今後、現在のボランティアセンターの機能・あり方を見直し、協治（ガバナ

ンス）を担う区民ボランティア・ＮＰＯ等の区民活動団体・事業者などの交流・ネットワーク

の拠点、区民活動の支援施設として、区民活動センター（仮称）を整備することとしています。 

 

○ 区民活動センター（仮称）の機能（案） 
  

ⅰ. 区民活動やボランティアなどの情報提供 

     市民活動に関する図書・パンフレット等の閲覧、配布掲示板・ＨＰの運営 

ⅱ．ボランティア活動のコーディネート 

  現在、ボランティアセンターが行っている機能 
ⅲ．区民活動に関する人材の育成、個人･団体への研修の提供 

  研修の実施、人材データバンクの登録 

ⅳ．区民活動や団体の PR の場、手段の提供 

  区民活動情報サイトの運営 

  貸し掲示板、各種団体・ＮＰＯの紹介パンフレット 

  印刷機、コピー機(有料)、紙折り機などの利用 

ⅴ．区民活動団体の活動の場 

 貸し会議室･研修室（時間貸し、市民活動団体に限定）、フリーミーティングルーム 

ⅵ．団体の簡単な拠点機能 

 貸しロッカー(有料または無料)、団体専用ポスト 

ⅶ. NPO 設立支援、相談 

 経験者、専門家などによる設立の支援 

 

 

 

 


